
こんにちは、鉾立です。 

5 月の最終日曜日、私の地元にある石神井氷川神社にて、石神井、井荻、

井草など、「井」がつく地名の素敵な個店が集まったコミュニティが主催

する、市（マーケット）が開催されました。 

参加店は、手作り工芸品、食品、ワークショップなどプロのお店が約 30
店。神社の神楽殿ではミュージシャンによるライブが行われ、終日の雨に

もかかわらず、多数の地元のお客さんが来場されていました。 

主催者や出店者が若い世代中心とあって、お客さんも 30～40 歳ぐらいの

世代が中心。小さなお子さん連れのお客様も目立ちました。 

新しい形の地域ムーブメントが、地元で少しずつ動き出しています。 

身近な法律手続アドバイザー
行 政 書 士  鉾 立  榮 一 朗
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事務所代表者ブログを執筆中↓
 刺激をシェアしよう！  検索 
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地域金融機関の職員様向け 

顧客相談 

サポート通信

― 顧客相談対応の引き出しを増やし、ビジネスチャンスにつながる情報をお届けします。―

＜ 目 次 ＞ 

・ごあいさつ 

・サポート事例・・・『普通の方にはなかなか大変！成年後見手続』 

・相談業務引き出しメモ・・・『成年後見申立て手続の流れ』 

・編集後記 

＜ごあいさつ＞

＜サポート事例＞ 

つづきは裏面へ→ 

『普通の方にはなかなか大変！成年後見手続』

「認知症の親に代わって財産を管理したいのだけ

ど…」。当事務所にも問い合わせが増えてきている

成年後見制度。いざ自分で手続を進めるにしても、

本人の認知症の症状が不安定、煩雑な手続書類の

準備、手続の期間が長い（概ね 3～6 ヶ月）、等々、

普通の方にはなかなか大変な手続です。 

2 月の下旬、取引先信用金庫様のご紹介でお会いし

たお客様も、「夫が先に亡くなり子供がいない姉の

ために遺産分割と財産管理の面倒を見る必要があ

るのだけど、成年後見の申立てを全て一人でやる

のは大変だし時間もかかる」とのことで、当事務

所が申立てのサポートをお手伝いさせていただく

ことになりました。 

まずはご本人の症状を確認する必要があるため、

入院先の病院を訪問し、主治医の先生にヒアリン

グを行いました。成年後見制度について明るい先

生ではなかったため、こちらで制度の概要を説明

し、「成年後見」相当との診断書を書いていただき

ました。 

つづいて公簿等の資料集めを当方で行い、お客様

には財産や収入・支出に関する資料を集めていた

だきながら、申立て書類を一緒に作成。４月下旬

に家庭裁判所に申立てた後は、きちんと書類が整

備できたこともあって速いペースで審理が進み、6
月上旬に無事後見開始の審判が下りました。 

今後も引き続き、お客様の後見事務をサポートし

ながら見守っていく予定です。 

＊web でバックナンバーをご覧いただけます ≫  ほこだて法務事務所  検索 
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実は今、当事務所のロゴデザイン変更プロジェク

トが密かに進んでいます。これまでは、事務所の

ホームページや名刺などのデザインは、すべて私

自身がやっていました。これらのデザインを、心

機一転、外部のデザイナーさんにお願いしていま

す。既にサンプルは出来上がっており、仕上がり

具合はなかなかいい感じ。来月ぐらいにお披露目

できると思いますので、どうぞご期待ください！

行政書士 ほこだて法務事務所は、法律手続の助言・提案・代行を通じ、

お客様の“ハッピーな将来を実現する”お手伝いをしております。 

＜主要業務＞ 
■ 個人のお客様 
  遺産相続  遺言書作成  生前贈与  親族間売買 
  貸地･借地   家庭の資金繰りサポート  成年後見   
■ 法人のお客様 
  会社･法人設立 営業許認可手続 資金調達･資金繰り 
  契約書作成  事業承継計画サポート  借入金整理     

■ 外国人のお客様（入管手続） 

◎職員様向け研修会、顧客向け無料相談会・セミナーの企画に 
ついてもお気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜サポート事例＞ 
つづき↓ 

■「定期的に途中経過を報告してくれたので、安

心して任せることができました」 （中野区 信

用金庫 支店長代理 T.W 様 49 歳） 

――実際に当事務所の機能を活用されてみていか

がでしたか？（成年後見申立てサポート） 

寝たきりの状態にもかかわらず、ご主人に先立た

れてしまったお客様がいらっしゃいました。その

方にはお子さんがおらず、療養など今後の面倒を

その方の妹様が見ることになりました。入院費な

どを用立てるのに本人の預金を動かす必要があっ

たため、金融機関として意思確認を取ろうとした

ところ、ご本人は会話もままならない状態だった

ため、妹様に成年後見制度を利用してもらう必要

があるとお伝えしました。 

金融機関としては、成年後見制度利用者への対応

ノウハウはあっても、そもそも後見人になるため

の手続についてはノウハウがありません。 妹様か

ら「誰か専門家を知らないか」と相談されたとき、

定期的に店に立ち寄ってくれている、鉾立さんの

ことを思い出しました。いつもバイクで移動され

ていてフットワークが軽そうですし、上井草はそ

う遠くないので地元の専門家という安心感もあり

ました。 正直、年配の専門家は動きが悪いしうる

さい方が多いので。（笑） 相談者にご紹介した後

も、定期的に途中経過を報告してくれたので、安

心して任せることができました。 手続の流れや進

捗をお聞きすることで、成年後見制度についての

知識も勉強することができました。 期待通りで

す。ありがとうございました。 

＜編集後記＞ 

※営業店異動の際は、大変お手数ですが当事務所までお知らせください。

ご相談承ります。地域密着の身近な法律手続アドバイザー 

行政書士 ほこだて法務事務所 
〒 1 6 7 - 0 0 2 1 東 京 都 杉 並 区 井 草 5 - 1 5 - 1 5  

TEL 03-5311-0780    FAX 03-5311-0781 
 ホームページ http://www.hokodate-jimusyo.com ≫  ほこだて法務事務所  検索 
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相談業務に役立つ小冊子 
『間違いのない遺言書

の書き方 ５つのチェッ

クポイント』 

無料請求受付中 

に応じて不動産登記簿謄本、預金通帳の写しなど

財産に関する資料、収入・支出に関する資料等を

収集し、申立て書類を作成します。 

4.管轄の家庭裁判所への申立て 
事前に予約が必要です。申立て当日は、書類審査

と申立人・後見人等候補者の面接が行われます。

5.審理と審判 
親族への照会、医師の鑑定など、家庭裁判所によ

る調査が行われます。申立て受付から審判確定ま

で、通常 2～3 ヶ月かかります。 

6.後見登記完了 
審判確定後、家庭裁判所の嘱託により、法務局で

後見登記が行われます。 

『成年後見申立て手続の流れ』 

成年後見制度のうち、法定後見制度(法律による後

見制度)の申立て手続の流れは、以下の通りです。

1.成年後見制度の概要を知る 
法定後見制度にも、本人の判断能力の程度によっ

て、成年後見、保佐、補助の分類があります。ど

の分類に該当するかによって、本人をサポートす

る範囲も異なってきます。 

2.主治医に診断書を書いてもらう 
主治医の診断結果は、上記分類を家庭裁判所が判

断する際の重要な資料となります。 

3.公簿等必要書類の収集と、申立て書類の作成 
本人や後見人等候補者の戸籍謄本をはじめ、必要

＜相談業務引き出しメモ＞ 


